
66　Ⅲ　税　収　入 　Ⅲ　税　収　入　66

４　　税　外　収　入　決　算　額（平成16～20年度）

（単位　千円）

区　　　　　　分 平 成 16 年 度 平 成 17 年 度 平 成 18 年 度 平 成 19 年 度 平 成 20 年 度

  11 614 505   10 817 295   11 234 861   10 259 821   9 276 420

   397 418    391 630    400 516    385 767    387 172

   14 903    14 337    17 427    16 303    17 747

諸 使 用 料    14 903    14 337    17 427    16 303    17 747

   382 514    377 293    383 089    369 464    369 425

徴 税 手 数 料    382 448    377 244    382 885    369 171    369 264

諸 手 数 料     66     49     204     294     161

- - -    8 532    2 247

- - -    8 532    2 247

徴 税 費 国 庫 補 助 金 - - -    8 532    2 247

    207     399     399    7 999    8 091

    207     399     399    7 999    8 091

財 産 貸 付 収 入     207     399     399    7 999    8 091

    17     24    1 011    2 678    2 563

    17     24    1 011    2 678    2 563

地方消費税清算会計
繰 入 金     17     24    1 011    2 678    2 563

  11 216 864   10 425 242   10 832 935   9 854 844   8 876 347

  10 779 097   9 963 449   10 473 300   9 345 805   8 219 774

延 滞 金   8 323 704   7 841 609   8 453 935   7 478 145   6 633 270

加 算 金   2 455 393   2 121 840   2 018 842   1 867 660   1 586 503

罰 金 相 当 額 収 入 - -     523 - -

    0 -     0     2 -

都 預 金 利 子     0 -     0     2 -

   80 500    61 630    88 652    212 910    399 703

利 子 割 精 算 金 収 入    80 500    61 630    88 652    212 910    399 703

   41 571    25 485    25 966    22 549    17 027

徴 税 費 弁 償 金    41 571    25 485    25 966    22 535    17 026

諸 費 弁 償 金 - - -     13     1

    71     63     52     1     220

不 用 品 売 払 代 金 71 63 52 1 220

   315 625    374 615    244 965    273 577    239 623

納 付 金     41     46 - -     264

庁 舎 管 理 費 等 収 入    195 269    193 699    116 859    152 956    127 800

契 約 違 約 金     5     33    2 898    3 563 -

自動車損害賠償責任
保 険 金 収 入 1200 - - - -

雑 入    119 110    180 837    125 208    117 058    111 559

（備考）１　諸使用料とは土地､建物にかかる使用料、徴税手数料とは納税証明等の諸証明、諸手数料とは土地家屋台帳等公簿閲覧の手数料である。
　　　　２　財産貸付収入とは､都税事務所の土地貸付料収入である。
　　　　３　地方消費税清算会計繰入金とは、同特別会計の預金利子相当額の繰入金である。
　　　　４　諸収入のうち、徴税費弁償金とは競売鑑定料等、雑入の雑入とは都税等の還付金にかかる戻入分等である。

雑 入

都 預 金 利 子

利 子 割 精 算 金 収 入

弁 償 金 及 報 償 金

物 品 売 払 代 金

財 産 収 入

繰 入 金

諸 収 入

延 滞 金 及 加 算 金

財 産 運 用 収 入

特 別 会 計 繰 入 金

国 庫 支 出 金

国 庫 補 助 金

総 計

使 用 料 及 手 数 料

使 用 料

手 数 料


